
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

No. 

環境 
J R

05-075

パラオ共和国 

廃棄物管理改善プロジェクト 

実施協議調査報告書 

 

 
（2005 年）  

平成 17 年 6 月 

独立行政法人 国際協力機構 

地球環境部 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

パラオ共和国 

廃棄物管理改善プロジェクト 

実施協議調査報告書 
 

 
（2005 年）  

平成 17 年 6 月 

独立行政法人 国際協力機構 

地球環境部 



序    文 
 

 我が国は 2000 年にパラオ共和国の地域振興計画調査報告書（開発調査成果品）を取りまとめ、ペリ

リュー島の観光開発とコロール島・バベルダオブ島の廃棄物管理を優先プロジェクトとして提言しま

した。これを受けてパラオ共和国は、2002 年に我が国に対して廃棄物管理施設整備（収集車両、中継

基地、リサイクルプラント、コンポストプラント、焼却場：合計１7.40 億円）の無償資金協力を要請

しましたが、人口・地理的な特性、廃棄物処理量、施設の維持管理能力等の技術的・財政的問題から

採択に至っていません。他方で我が国は 2003 年の太平洋・島サミットにおいて、大洋州地域の廃棄物

問題に関する協力の意向を示し、JICA は 2004 年３月から５月にかけて大洋州大型廃棄物処理に係る

基礎調査を実施し、パラオ、マーシャル諸島、サモア、フィジーの廃棄物処理と自動車や家電製品な

どの大型廃棄物の現状を調査しました。次いで、2004 年６月にパラオ共和国における自立発展性のあ

る廃棄物処理方法と発生抑制に関する技術協力のプロジェクト形成調査を実施した結果、パラオ共和

国政府が検討中の統合固形廃棄物管理計画を側面支援すべく、コロール州における既存最終処分場の

埋め立て方法の改善、収集・リサイクルの改善等に関する技術協力プロジェクトが提案されました。

この提案を受けてパラオ共和国は 2004 年７月に同技術協力プロジェクトの実施について正式要請し、

その要請に対し JICA は本プロジェクトをミクロネシア地域における広域プロジェクトとして具体化

するために、広域企画調査員（廃棄物）を 2004 年９月から１年間派遣し、プロジェクトの実現性を調

査しました。その結果、プロジェクトとして実施可能との判断から、2005 年５月に実施協議調査団を

派遣しパラオ共和国政府機関と協議を行い、討議議事録などの署名を取り交わしました。 

 この報告書は、協議結果を取りまとめたもので、今後の本計画の推進に寄与するとともに、両国の

友好親善の一層の発展に役立つことを願うものです。 

 終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

 平成 17 年 6 月 

 

 独立行政法人 国際協力機構 

  地球環境部長 富本 幾文 
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第１章 実施協議調査団派遣 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 パラオ共和国（以下「パラオ」と記す）は国土面積 488km2、人口１万 9,129 人を有しており、東経

131～135 度の赤道付近に位置している。同国は、ミクロネシア地域の西端に位置し、火山島や隆起サ

ンゴ礁など約 200 の島嶼から成る国であり、北部にバベルダオブ島などの火山島、南部にペリリュー

島などのサンゴ島がある。 

 パラオは海洋性の熱帯性気候に属しており、年降水量は 3,000～4,000mm（日本の平均年降水量は

1,700mm 程度）と非常に大きく、乾期（12～６月）と雨期（７～11 月）に分かれている。年間の平均

気温は 25～27℃で、１年を通してほとんど変化は見られない。 

 人口の分布は、都市部での人口密度が高く、総人口の 70％が首都圏に居住している。人口増加率は

年２％以上であり、総人口の約 30％が外国人（出稼ぎ労働者等）で占められている。経済指標の１人

当たり GDP は大洋州では突出して高い（6,000 ドル以上）ものの、米国からの無償予算援助（コンパ

クトマネー）の影響によるもので、実質経済を反映していない。主要産業は観光と小規模な農業及び

漁業である。観光産業は最大の収入源で年間約９万人（2004 年）の観光客が訪れる。インフラ関連で

は飛行場や港湾施設は比較的整備されている。幹線道路は舗装されており、遠隔地にも米国の援助に

より周回道路（通称コンパクト道路）を建設中である。電力、電話網はほぼ 100％普及しており、水

道及び下水道は首都圏を中心に整備されている。 

 パラオ共和国では近年の経済・社会の発展や生活様式の変化からさまざまな生活物資をアメリカや

アジアの先進諸国からの輸入に依存しており、その量が急激に増えている。その結果、輸入品の消費

による廃棄物の排出量が増加するとともにその種類も多様化している。今日まで廃棄物問題に関して

は、その重要性は認識されているものの、ほとんど対策が講じられないまま放置されてきた。したが

って、発生する廃棄物はほとんどすべてが埋め立て処分され管理も不適正なことから、各州が廃棄物

を収集し、運び込んでいる廃棄物の埋め立て地は典型的なオープンダンプと化し周辺環境や公衆衛生

に悪影響を与えている。なかでも、首都コロールに立地する M ドック処分場は資源開発省により数十

年にわたって不適正な埋め立て管理が継続されてきた。当該処分場は市街地に隣接していることから

周辺住民や商業施設から多くの苦情が寄せられていると同時に、国家財源として重要な産業である観

光にも悪影響を与えている。さらに、新規埋め立て処分場の建設の目処が立っていないため当面は現

処分場を継続使用するほかなく、廃棄物の増加による将来の埋め立て容量の逼迫も懸念されている。 

 パラオ政府は 1994 年の独立後、1996 年に 2020 年を目標とする国家開発計画 2020 を策定し、農業、

漁業、土地利用、環境管理（自然環境管理、汚染防止）、社会開発（労働市場、人的資源開発、保健衛

生）の各セクターにおいて、①持続的な経済成長、②経済開発の均等な共有と公共支出枠組みの設定、

③外国資本・開発パートナーとの協力、④自然環境保護強化を前提とする開発戦略を打ち出した。 

 我が国は 2000 年にパラオの地域振興計画調査報告書（開発調査成果品）を取りまとめ、ペリリュー

島の観光開発とコロール島・バベルダオブ島の廃棄物管理を優先プロジェクトとして提言した。これ

を受けてパラオは、2002 年に我が国に対して廃棄物管理施設整備（収集車両、中継基地、リサイクル

プラント、コンポストプラント、焼却場：合計１7.40 億円）の無償資金協力を要請した。しかし、人

口・地理的な特性、廃棄物処理量、施設の維持管理能力等の技術的・財政的問題から採択に至ってい

ない。他方で我が国は 2003 年の太平洋・島サミットにおいて、大洋州地域の廃棄物問題に関する協力

の意向を示した。JICA は 2004 年３月から５月にかけて大洋州大型廃棄物処理に係る基礎調査を実施
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し、パラオ、マーシャル諸島、サモア、フィジーの廃棄物処理と自動車や家電製品などの大型廃棄物

の現状を調査した。次いで、2004 年６月にパラオにおける自立発展性のある廃棄物処理方法と発生抑

制に関する技術協力のプロジェクト形成調査を実施した。その結果、パラオ政府が検討中の統合固形

廃棄物管理計画を側面支援すべく、コロール州における既存最終処分場の埋め立て方法の改善、収集・

リサイクルの改善等に関する技術協力プロジェクトが提案された。この提案を受けて同国は 2004 年７

月に同技術協力プロジェクトの実施について正式要請した。JICA は本プロジェクトをミクロネシア地

域における広域プロジェクトとして具体化するために、広域企画調査員（廃棄物）を 2004 年９月から

１年間派遣し、プロジェクトの実現性を調査した。その結果、プロジェクトとして実施可能との判断

から、2005 年５月に実施協議議事録（R/D）及び協議議事録（M/M）の署名を目的に、実施協議調査団

を派遣した。 

 

１－２ 調査団の構成 

担当業務 氏  名 所  属 

団長／総括 小嶋 良輔 
国際協力機構 地球環境部 

第２グループ公害対策第２チーム 

廃棄物管理 山本 聡 
国際協力機構 地球環境部 

第２グループ公害対策第２チーム 

 

１－３ 調査日程（2005 年５月 15～22 日） 

 

５/15（日） 東京発、コロール着 

５/16（月） (AM)JICAパラオ事務所打合せ､Mドック埋め立て処分場視察､在パラオ日本大使館表敬 

 (PM)関係機関表敬（大統領、資源開発大臣、コロール州知事） 

５/17（火） (AM)関係機関との協議〔資源開発省公共事業局、コロール州公共事業局、環境保全

局(EQPB)、大統領府環境対策調整室(OERC)、保健省〕、資料収集 

 (PM)同上 

５/18（水） (AM)EQPB ラボ視察、R/D・M/M 協議 

 (PM)同上、プロジェクト専門家用事務所スペース(EQPB)視察 

５/19（木） (AM)R/D・M/M 署名、PET ボトル収集再生・ミネラルウォーター製造業者 

 (PM)コロール州ガレージ、コンポスト作りパイロットプロジェクト（シニアボラン

ティア、協力隊員）、アルミ缶収集業者、下水処理場、M ドック処分場内部 

５/20（金） (AM)国立病院焼却施設、国際サンゴ礁研究センター、M ドック近辺ホテル 

 (PM)日本大使館報告、JICA 企画調査員・事務所と打合せ 

５/21（土） 自然環境視察、資料整理 

５/22（日） コロール発、東京着 
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１－４ 主要面談者 

（１）大統領府:Office of the President 

Hon. Tommy E Remengesau, JR., President 

Mr. Casmir E. Remengezau, Financial & Management Advisor 

田中 幸雄（経済政策アドバイザー） 

 

（２）資源開発省:Ministry of Resources and Development 

Hon. Fritz Koshiba, Minister of Resources and Development 

Mr. Masasinge Arurang, Director, Bureau of Public Works 

Mr. Calvin Ikesiil Jr., Manager, Solid Waste Management Office  

 

（３）コロール州:Koror State Government 

Hon. John C. Gibbons, Governor 

Mr. Ignatio Morei, Director, Department of Public Works 

Mr. John O.Ngiraked Jr., Solid Waste Management Officer, Department of Public Works 

藤シニアボランティア（廃棄物処理） 

佐々木元協力隊員（環境教育） 

 

（４）環境保全局：Environmental Quality Protection Board（EQPB） 

Mr. Donald Dengokl, Acting Executive Officer 

Ms. Ngedikes Olai U.Polloi, Environmental Educator 

 

（５）大統領府環境対策調整室:Office of Environmental Response and Coordination（OERC） 

Mr. Joseph Aitaro, International Waters Program Coordinator 

 

（６）保健省: Ministry of Health 
Ms. Rosemary M.Kiep, Environmental Health Specialist 

Ms. Bieb Ilemelong, Environmental Health Sanitary Technical Aide 

Mr. Tmekei Elis Di Sanitarian II, Division of Environmental Health 

 

（７）在パラオ日本大使館 

山下 尚武  臨時代理大使 

 

（８）JICA パラオ事務所 

野津 義男  所 長 

天野 史郎  企画調査員（環境） 
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第２章 要  約 
 

 「パラオ共和国廃棄物管理改善プロジェクト」に関する技術協力プロジェクトの実施について、先

方関係機関と合意し、2005 年５月 19 日 R/D と M/M の署名を行った。先方署名者は R/D を資源開発大

臣及びコロール州知事、M/M を資源開発省公共事業局長及びコロール州政府公共事業局長である。 

 これにより、本プロジェクトは 2005 年内にパラオ共和国に派遣される専門家の到着時から、３年間

の予定で実施されることとなった。 

 プロジェクトの要約は以下のとおり。 

 

協力期間：３年間（開始時期は８月ごろの見込み） 

 

上位目標：廃棄物管理に関するコロール州の成功経験がパラオ共和国の他の州及びミクロネシア

地域の各国に波及する。 

 

プロジェクト目標：固形廃棄物管理に係る中央政府及びコロール州政府の能力向上 

 

成果：1.処分廃棄物の削減のための国家計画が策定される。 

2.コロール州における環境や健康のリスクを抑制するために既存の廃棄物処分方法が改善

される。 

3.パラオ共和国及びミクロネシア諸国の廃棄物関連機関の関係者が教育訓練される。 

 

活動：1-1.固形廃棄物の発生抑制のための方法・システムの策定 

1-2.統合固形廃棄物管理計画の戦略とアクションプランの素案作成 

2-1.コロール州の既存最終処分場（通称：M ドック埋め立て処分場）の適正技術によるリ

ハビリ 

2-2.同処分場の運営維持管理マニュアルの作成 

3-1.廃棄物管理関係機関のキャパシティー評価と向上目標の設定 

3-2.ワークショップ、セミナー、パイロットプロジェクトを通じた教育訓練計画の作成と

実施 

3-3.ミクロネシア地域からの参加者を含めて研修・訓練実施者に対する技術支援の提供 

 

投入：（日本側）専門家派遣（廃棄物管理、埋め立て処分場管理、計画・組織制度、能力開発・研

修、住民教育・啓発）、機材供与（埋め立て関連、教育・研修関連）、M ドック埋

め立て処分場の改善工事や収集・リサイクル・啓発のパイロットプロジェクト費

用、ミクロネシア諸国研修生の費用（注）日本研修なし 

（パラオ側）カウンターパート及び管理人材の配置、専門家執務室・会議室・セミナールーム

の用意、国内地方州研修生の費用 

 

ステアリングコミッティーとテクニカルコミッティーの設置： 

 資源開発大臣を議長とするステアリングコミッティー（少なくとも年１回開催）及び資源開

発省公共事業局長を議長とするテクニカルコミッティー（四半期に１回開催）を設置する。 
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第３章 R/D の交渉経緯 
 

３－１ 主要協議事項 

 以下の事項について、調査団とパラオ側で協議し確認した。 

 パラオの主要産業は観光業である。観光価値の維持には自然環境保全と美観保持が重要であるため、

廃棄物の問題は観光に悪影響を及ぼす。地球温暖化による海水温度の上昇によりサンゴ礁に被害が出、

アジア経済ショックにより観光客が減少するなどパラオは外部ショックに脆弱である。経済・貿易の

グローバル化によりアルミ缶、PET ボトルなどの包装容器、自動車、電気・電子製品、有害物質を含

む廃棄物が増加傾向にあり、廃棄物管理、特に最終処分とリサイクルは重要課題になっている。 

 M ドック処分場はコロール州の廃棄物の大半を埋め立てているが、覆土、ガス抜き、転圧、浸出水

処理がないなど管理が不十分で悪臭、火災、ゴミの飛散、衛生などで周囲に悪影響を及ぼしている。

埋め立て方法がずさんで収容能力に対する埋め立て容量の効率が悪い。埋め立て処分場の管理に福岡

方式のような衛生埋め立て技術を導入することにより、環境に対する負の影響を低減するとともに、

処分場の寿命を延ばすことができる。また、この衛生的な埋め立て処分場の管理技術は、アイメリー

ク州の新規処分場の建設、運営管理や他の州のオープンダンプの改善に活用することができる。M ド

ック処分場の管理を資源開発省からコロール州政府に移管することで双方は同意しているが、予算措

置のためには議会の承認が必要である。 

 M ドック処分場の改善工事は現地民間業者に対するコントラクトアウトも可能である。直営の場合

は建設機械のレンタル料（１時間当たり 85 ドル）又は購入費用が高くつき、熟練オペレーターの確保

なども問題となる。パラオでは道路建設など公共工事は盛んで建設機械を所有する民間コントラクタ

ーは複数存在する。公共工事を政府が直営で実施することは少なく、政府は公共工事の計画策定、設

計、入札図書作成、施工監理、検査、保守管理を担い、工事は民間が実施することが通例。測量や設

計図面作成には民間コンサルタントも使えるが政府機関（Capital Improvement Project: CIP）にも

技術者がいて活用できる。 

 収集効率の改善、分別収集・リサイクル、環境教育・住民啓発も課題である。パイロットプロジェ

クトを通じて能力向上に取り組んでいくべきであり、コンポストについては、日本人ボランティアが

推進中。３Rの技術やグッドプラクティスの紹介が考えられる。 

 

 また、以下の事項に関しても確認した。 

① 焼却炉は運転管理が難しく、住民の不安もある。 

② 統合廃棄物管理の戦略、アクションプランづくりを早めに行う。資源開発省はこれらが国家計

画として採択されるよう関係機関に働きかける。南太平洋地域環境プログラム（SPREP）の作成

する廃棄物管理の地域マスタープランに従ってナショナルプランをつくる。SPREP との連絡調整

は資源開発省で対応する。 

③ 専門家の執務スペースは EQPB を予定。公用車の提供が可能。ワークショップ・セミナーには国

際サンゴ礁研究センターを利用できる（有料）。視聴覚機材完備。国内地方州参加者の運賃、日当・

宿泊代はパラオ側で手当てするが、ミクロネシア連邦とマーシャル諸島の参加者については、JICA

で支援することを検討する。招へい手続きはパラオ側で国務省を通じて対応できる。 

④ パラオ側資源開発省は国内関係機関や SPREP（南太平洋地域環境プログラム事務局）との連絡

調整を行う。 
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⑤ M ドック持ち込みの有害廃棄物は法規に従い関係機関において適正に処理する。 

⑥ JICA の環境社会配慮ガイドラインに従う。パラオ側は M ドック処分場の初期環境影響評価を実

施済みだが、必要に応じ追加調査を行う。情報公開とステークホルダー協議を実施する。 

⑦ パラオ側は地方州向けとミクロネシア諸国（暫定的にミクロネシア連邦とマーシャル諸島共和

国を対象とする）のセミナー／ワークショップの準備を行う。日本側は域内セミナー／ワークシ

ョップの参加者に係る費用負担を検討する。 

⑧ パラオ側は本プロジェクトにより策定される廃棄物管理の戦略及び行動計画を基本計画として

採用する。 

⑨ パラオやミクロネシア諸国の人々の理解促進のためプロジェクト広報を実施する。 

⑩ パラオ側は本件プロジェクトに係る予算措置にベストを尽くす。日本側は一部支援を検討する。 

⑪ 中間評価及び終了時評価を行う。妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の５項目

の視点から評価する。 

⑫ 本プロジェクトにより強化された能力は持続され、バベルダオブ島の開発のような新たな経済

社会開発に活用される。 

 

３－２ R/D 及び M/M 

 付属資料参照のこと。 
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第４章 プロジェクト実施上の留意点 
 

 本プロジェクトを実施するにあたっては、以下の状況に留意する必要がある。 

① 廃棄物管理の法制 

 中央政府は環境全般の法制のなかで廃棄物管理の規定がある。州は州法のなかに規定あり。資

源開発省では 1999 年にローカルコンサルタントを使って統合廃棄物管理計画（Integrated Solid 

Waste Management Program）を作成したが、政府は予算・人材等リソース不足により正式に採択

していない。 

② 環境影響評価（EIA）制度 

 あり。環境保全局（EQPB）が許認可、モニタリング、取り締まりを行っている。EQPB のラボで

は重金属の分析機材はなくモニターしていない。コロール州の M ドック処分場のリハビリ計画の

環境影響調査報告書(EA)を審査の結果、EIA は必要なしとの判断。同処分場近辺の海水の水質は

米国 EPA 基準の B クラス（AA、A、B、BB の４段階評価）。 

③ 国際条約の批准 

 バーゼル条約（有害廃棄物の越境移動禁止）、ロンドン条約（廃棄物の海洋投棄の禁止）ともに

批准していない。ストックホルム条約（有害化学物質の規制）の批准を検討中。 

④ 収 集 

 コロール州では一般家庭ゴミを州政府が無料で収集している（日本製中古コンパクター４台）。

ゴミコンテナは 55 ガロンのドラム缶と 30 ガロンのプラスチック箱を使用。地面から離して置き

蓋をする規則あり。廃棄物予算は 10 万ドル／年。赤字気味で流用でカバー。事業系ゴミは、州政

府は収集せず、民間業者（現状１社）が有料収集。大きな事業者は自己収集して処分場へ持ち込

み。ペリリュー州でも州の収集サービスあり。その他の州では収集サービスはなく自己持ち込み。

アイライ州では民間個人が有料（月 15 ドル）で収集。どこでも分別収集は行われていない。 

⑤ 中継基地・中間処理 

 公共サービスなし。高級ホテルの生ゴミによるコンポスト作りの実験を開始した。３分の１ぐ

らいまでの減量化が可能。 

⑥ 最終処分 

 各州とも埋め立て処分（オープンダンピング）。コロール州は M ドックに埋め立て処分場（15

エーカー）があり、一般家庭ゴミ、事業系ゴミともにここに埋め立てられている（25 万ｍ3）。資

源開発省が管理している。年間リカレント予算 15 万ドル。持ち込み料は無料。ブルドーザー２台

（うち１台は故障中）。トラックスケールなし。車両、家電製品、タイヤ、PET ボトル、プラスチ

ック、紙、下水汚泥も処分されている。浸出水の沈殿池がある。悪臭、火災、煙、波浪によるゴ

ミの流出、風によるゴミの飛散、野犬、野鳥、病原菌の問題がある。保健省で M ドックの衛生調

査を実施したことがある。デング熱の大流行はない。台風は小規模で被害はない。M ドック処分

場の近辺にホテル（日本人経営）、ダイビングショップ、国際サンゴ礁研究センター（日米コモン

アジェンダにより無償資金協力と技プロ実施、米国から研究者派遣あり）、養豚場、ガレージ、マ

ングローブ林などがある。堤防の先の海面下にはサンゴ礁がある。M ドック処分場の用地は州政

府所有。旧日本軍あるいは米軍の不発弾があちこちで出ており、ここにもあるかもしれない。コ

ロール島からバベルダオブ島へ首都の移転計画があり、後者では道路（コンパクト道路、2006 年

完成予定）、オフィスビル（官庁ビルは完成済み）、住宅などインフラの開発が進められており、
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バベルダオブ島のアイメリーク州に新規の最終処分場（30 エーカー）を建設する計画がある。用

地を選定済みで、環境影響評価実施済み、近く土地の伐開を予定している。将来的には既存の M

ドック処分場を閉鎖して、新規処分場をコロール州と共通の最終処分場とする構想がある。 

⑦ 産業廃棄物 

 大きな工場はない。水産加工工場もない。大規模商業農場はない（台湾人による小規模な野菜

農場あり）。したがって産業廃棄物の量は少ない。建設廃材は M ドック処分場へ持ち込まれるが量

は多くない。 

⑧ 有害廃棄物 

 医療ゴミはコロールの国立病院で焼却処理している。ペリリュー州にも台湾贈与の焼却炉があ

るが運用困難で稼働していない。バッテリーはフィリピンの業者が回収して酸をリサイクルして

いる。廃油はアイメリーク州の発電所で処分。パソコン、携帯電話、テレビなどは埋め立て処分

場へ行く。 

⑨ リサイクル 

 アルミ缶（毎月コンテナ 10～12 個分輸入）の回収業者はいる。４名の雇用労働者が M ドック処

分場も含めアルミ缶を収集している。持ち込みには 10～11 セント／ｌb を払う。アルミ缶は溶解

可能でリサイクル率は約 60％。４～５か月に１回香港へ海送される。このほかメタルスクラップ

のリサイクルにつき、ヤップと共通市場形成につき協議している。グアム、サイパン、ヤップ、

パラオを回ってマレーシアへ海送するアイデア。ミクロネシア地域全体でも６月に会合がある。

政府は PET ボトルのリサイクルを検討中。ペレット化してオーストラリアへ海送する計画。ペレ

ット化の機械購入を検討中。ミネラルウォーターの製造会社が PET ボトルを無料回収(5,000～

6,000 本／日)して再利用している。紙、ガラスのリサイクルはない。資源開発省は容器リサイク

ル法案を策定したが未実現。飲料容器（PET ボトル、ガラス、金属缶など）の卸売りにデポジッ

ト料金を課して、リサイクル基金を設置し、リサイクル振興活動を行い、リサイクルステーショ

ンに持ち込まれた容器を買い取り、民間業者に市場価格で売却するもの。リサイクル市場が小さ

く、輸出の船賃が高いのが問題。 

⑩ 住民啓発 

 EQPB が担当。グレード３を対象に環境教育を導入済み。協力隊員の支援により教師用と生徒用

のテキストが作成されている。成功すればグレード４、グレード５にも継続したいとしている。

ケーブルテレビによる啓発、年１回のアースデイ(４月)における小学生によるアルミ缶収集があ

る。保健省でも衛生教育プログラムがある。 

 



 

 

 

 

 

 

付 属 資 料 
 
 
 

 １．Record of Discussion (R/D) 

 ２．Minutes of Meetings (M/M) 

 ３．現地収集写真 















































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｍドック処分場全景 
(PALAU MARIN HOTEL 3F より)

Ｍドック処分場搬入道路 北側 
(アスファルト道路 幅員 6ｍ＋路肩)

Ｍドック処分場 
（埋立状況：オープンダンピング）

３
．
現
地
収
集
写
真

 

－
3
3
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Ｍドック処分場 北側 
(浚渫土海面埋立中： 

ガソリンスタンド建設のため)

Ｍドック処分場 北側 
(シルトフェンス： 

ガソリンスタンド建設のため)

コロール州ごみ収集車 
（４台中３台稼動中） 

Ｍドック処分場 埋立重機 
（２台中１台稼動中） 

Ｍドック処分場でのアルミ缶収集 
（毎日２人程度が作業している。） 

（リサイクル業者に雇用されている。） 

事業系ごみの自己搬入状況 
（料金は無料） 

－
3
4
－



 
 

アルミ回収業者 
（パラオ国で 1 社のみ） 

ペットボトル回収業者 
（パラオ国で１社） 

ペットボトルリサイクル 
（飲料水充填後搬出） 

アルミプレス機 

国立病院敷地内 
（医療廃棄物焼却炉） 

国立病院敷地内 
（医療廃棄物焼却灰） 

－
3
5
－



 
 

各家庭のごみ容器 コロール州 下水処理場 
（アメリカの援助による） 

ＥＱＰＢ ラボ 

コロール州配属 ＳＶによる

試験的生ごみ堆肥化施設

公共地域でのごみ容器 

－
3
6
－
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